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〇神奈川県建築士法関係手数料条例（平成 12 年神奈川県条例第 14 号）新旧対照表 

 

改   正 現   行 

別表（第２条関係） 

手数料徴収に 

係る事務 

手数料 

の名称 
金 額 

１ 法第４条第２

項又は第３項の

規定に基づく二

級建築士又は木

造建築士の免許

（指定登録機関

が法第 10 条の

20 第１項に規定

する二級建築士

等登録事務（以

下「二級建築士

等登録事務」と

いう。）を行う

場合の免許を含

む。）  

二級建築士

又は木造建

築士の免許

手数料 

１万 9,300 円 

２（略）   

３ 法第 13 条の

規定に基づく二

級建築士試験又

は木造建築士試

験の実施 

二級建築士

試験又は木

造建築士試

験の受験手

数料 

1 万 7,900 円 

４（略）   
 

別表（第２条関係） 

手数料徴収に 

係る事務 

手数料 

の名称 
金 額 

１ 法第４条第２

項又は第３項の

規定に基づく二

級建築士又は木

造建築士の免許

（指定登録機関

が法第 10 条の

20 第１項に規定

する二級建築士

等登録事務（以

下「二級建築士

等登録事務」と

いう。）を行う

場合の免許を含

む。）  

二級建築士

又は木造建

築士の免許

手数料 

１万 9,200 円 

２（略）   

３ 法第 13 条の

規定に基づく二

級建築士試験又

は木造建築士試

験の実施 

二級建築士

試験又は木

造建築士試

験の受験手

数料 

1 万 7,700 円 

４（略）   
 


